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 ｢あなたの分析室Ｗｅｂシステム｣ 過去データから最新の分析結果、分析の進捗状況まで 

あなたのパソコンからいつでも好きなときにご確認いただけます。 

まずは、お問合せください。 
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今すぐ、結果が知りたい！っと思った事ありませんか？ 業界初新サービス、しかも無料！ 

  
 

中国版 RoHS 3 月 1 日より施行 

中国では「電子情報製品汚染制御管理弁法」が 

３月 1 日に施行されました。 

これは電気・電子機器の含有化学物質を規制す

る制度で、現段階では規制物質は6物質（鉛、水銀、 

カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）で規制値も EU

の RoHS と共通（カドミウム 0.01%、他の５物質 0.1%）

ですが、中国版 RoHS では 2 段階規制になっている

ところが大きな特徴です。 

第 1段階として、規制6物質の含有の有無を製品

に表示する「表示義務」が課せられます。含有して

いる場合は、その部品と、いずれの有害物質かがわ

かるように説明書に記載することや、対象製品の

環境上安全な使用年限を各社独自に設定した上で、

その表示を機器に貼付することを求めています。

更に「リサイクル利用」の可否を表示することも 

義務付けています。 

第 2 段階としての、「強制認証制度」は国が定め

る「重点管理リスト」に掲げられた製品のうち、国が

別途定める基準に適合しない製品（特定化学物質

含有製品）の輸入と販売を禁止しています。この 

制度の適用時期は現時点では未定です。 

中国版 RoHS の詳細は、施行後も明らかになって

いない部分もありますが、国内電気メーカーにとって

中国は今後さらに成長を期待する大きな市場なだ

けに、推測して対応する企業も少なくありません。 

当社は RoHS 指令規制項目をはじめ、有害金属の

分析に実績があります。お気軽にお問い合わせ下さい。 

資料 2007 年 1 月 4日付 日刊工業新聞             

2007 年 2 月 4日付 週間エネルギーと環境  

            機器分析箇所 竹下尚長 
 

下記の記事をご希望の方は編集室佐藤までご連絡下さい。 
 

１．石綿除去における国の補助金について  

２．温泉成分の情報提供の方向性 環境省 

 
 

 
水質汚濁防止法など 17年度施行状況  

環境省は平成 17年度の水質汚濁防止法、瀬戸内

海環境保全特別措置法、湖沼水質保全特別措置法

の各規定施行状況を 2月 6日に発表しました。  

 発表によると、排水規制の対象となる工場、事業場

（特定事業場）の数は18年3月末時点で29万759件

（16年度：29万2379件）であり、このうち第1位は7万

849 件（全件数の約 24％）ある旅館業。畜産農業の

約3万3920件（同約12％）、自動式車両洗浄施設の

約2万9816件（同約10％）がこれに続いています。  

 特定事業場に対する 17 年度の立入検査件数は 

4万7393件、行政指導件数は6993件で、それぞれ

16年度の4万7972件、7112件に比べ減少していま

す。改善命令は 44 件（公共用水域への排出に関す

るものが 43 件（16 年度 33 件）、地下への浸透に関

するものが 1 件（同 2 件））、一時停止命令は公共用

水域への排出に関するものが 4 件（同 4 件）、排水

基準違反の検挙数は 14 件（同 4 件）でした。  

 都道府県知事・政令市長は、工場、事業場の排水

基準の遵守状況を監視するため、水質汚濁防止法

に基づき、必要に応じ工場・事業場に立入検査等を

実施しています。また、問題のある工場、事業場に

対しては、改善命令など必要な行政措置を行って

います。この調査は水質汚濁防止施策のうちで最

重要施策の一つとなっています。 

当社ではBODなど水質汚濁防止法、瀬戸内海法、

湖沼法等にかかる水質分析項目において長年の実

績と豊富な経験があります。ご質問等、お気軽にお

問い合わせ下さい。 

資料 2007 年 2 月 6日付 環境省報道発表資料 

  水質分析箇所 清水圭介  
 
 

３．水産動植物の毒性被害防止に係る農薬登録保留基準案 

４．土壌汚染対策法施行規則改正 

５．自動車ＮＯｘ・ＰＭ対策の方向性最終報告 中環審 

水質汚濁防止法など17年度施行状況　 中国版RoHS　3月1日より施行
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